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本日の議論

 本日は、第１回、第２回の本小委員会での委員等によるご意見と、電力広域機関か
らの提出資料を受けて、次世代の電力ネットワークへの転換に向けて、特に地域間連系
線における「系統形成の在り方」、「費用負担の在り方」につき、ご議論をいただきたい。

 また、前回会合において、海外の託送制度の基本的枠組みについても報告させていただ
いたところ、今後の検討にあたって、制度や取組等につき、より詳細な内容をご報告さ
せていただきたい。



１．地域間連系線の増強及び費用負担の在り方

２．系統形成における規律の在り方

３．諸外国における託送改革
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「地域間連系線の増強及び費用負担の在り方」に係る検討の進め方・論点（案）

 地域間連系線の増強は、「安定供給の強化」につながるとともに、広域的取引の活性
化を促進することで「再生可能エネルギーの広域的な活用」、「卸電力価格の低下」に
つながる。こうした効果は、本委員会の検討事項である再生可能エネルギーの大量導
入、電力インフラのレジリエンスの向上を進めていく上でも重要。このため、費用対効
果の認められる地域間連系線を増強していくことが必要。

 東日本大震災後の地域間連系線の増強（FCの増強、北本の増強（60→90万
kW））は「安定供給の強化」を主たる目的として実施されてきた。

 しかし、今後は再エネの大量導入により限界費用の低い電源が増加することで、広域
的取引の活性化による「再生可能エネルギーの広域的な活用」・「卸電力価格の低
下」も連系線増強の主たる目的となることが見込まれる。こうした新たな目的に応じた
「連系線増強の在り方」、及び「連系線費用負担の在り方」について、本日ご議論をい
ただきたい。

 こうした仕組みについては、現在その増強・費用負担が決定していない北本連系線の更
なる増強、東北東京間連系線の特定負担者の離脱を踏まえた対応に適用するととも
に、今後連系線増強の基本的な考え方として適用していくこととしてはどうか。

 その際、国民負担を最大限圧縮するための手段として、JEPX（日本卸電力取引
所）の市場間値差収益の活用を合わせて検討してはどうか。









（参考）我が国における連系線の費用負担①これまでの変遷

＜震災以前の費用負担決定方法＞
 東日本大震災後に各種制度整備がなされるまでは、建設目的・利用度合等を勘案して受益す
る電力会社間の協議により費用の負担割合を決定（電力系統利用協議会（ESCJ）設立後
は、費用負担割合の決定方法について一定のルールを策定したが、詳細は協議で決定）。

＜震災以後の費用負担決定方法＞
 下記4つのプロセスが進展。後者２つは、費用負担ガイドラインの策定、電事法改正等に基づく

連系線増強プロセスの整備（国、電力広域機関、事業者からの３つの提起パターンと電力広域
機関による広域系統整備計画の策定等）を踏まえて負担割合を決定。

連系線(万kW) 費用負担者 負担の考え方
新北本増強
（60⇒90）

一般負担
（北海道）

ESCJの下、電力会社間の協議。主に北海道エリアの安定供給確保の
観点から、北海道電力が全額負担。

FC増強①
（120⇒210）

9社の一般負担 ESCJの下、電力会社間の協議。安定供給確保、取引活性化等の観
点から９社負担とし、受益に応じて負担割合を決定。

FC増強②
（210⇒300）

9社の一般負担 広域系統整備計画において、広域的な安定供給確保の観点から、９エ
リアの受益に応じて負担割合を決定。

東京東北間増強 特定負担と一般負担
（東北、東京）

広域系統整備計画において、費用負担ガイドライン及び送配電等業務
指針を基に受益者を確定（発電事業者からの提起であることを踏まえ、
特定負担と一般負担を整理）し、受益に応じて負担割合を決定。
特定負担者の離脱を受けて、費用負担の再整理が必要。

（出所）第2回脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス
小委員会（平成31年３月2６日） 資料1 一部加工
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連系線増強・費用負担の考え方

卸価格低下 CO2削減安定供給Benefit

Cost

社会的便益あり
（増強プロセス開始）

費用負担

Benefitで案分

卸価格低下 CO2削減安定供給

 第２回事務局資料で提示した、系統形成によって生まれる効果（安定供給強化、取引活性
化、再エネ導入への寄与）を踏まえた費用負担関係を整理する。

 このため、電力広域機関における地域間連系線の費用対便益評価において、連系線増強による
３Eの便益（安定供給強化、価格低下、CO2削減）を定量化。
 安定供給強化：安定供給への寄与（停電量の低減等）
 価格低下&CO2削減：広域メリットオーダーに基づく各電源の稼働状況の変化
 便益が費用を上回った場合は、電力広域機関における増強プロセスを開始。
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今後の地域間連系線の費用負担ルール（案）
 連系線増強に伴う３Eの便益のうち、広域メリットオーダーによりもたらされる便益分については、
原則全国負担としてはどうか。その際、再エネ由来の効果分（価格低下及びCO２削減）に対
応した負担については、FIT賦課金方式の活用も選択肢として検討してはどうか。

 安定供給強化の便益分については、受益する各地域の電力会社（一般送配電事業者）負担
としてはどうか。

CO2削減

価格低下

安定供給

原則全国負担

地域負担

 徴収方法は全国託送方式
 再エネ由来の効果分について
は、FIT賦課金方式も選択肢
として検討

便益（３E） 費用負担

 各地域の電力会社負担
（地域の託送料金）
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地域間連系線の費用負担に関する考え方（案）
 現状は、地域間連系線の増強費用は当該連系線の両側の一般送配電事業者によって実際の

受益を考慮し負担されることが原則。しかし、FIT賦課金は全国負担だが、系統費用は地域毎
の負担のため、今後、再エネの地域偏在性によって地域間での過度な負担格差が生じる懸念が
あることに対応することが必要な状況。

 今後の地域間連系線の増強については、広域メリットオーダーが働くことによって、沖縄を除く９エ
リアの卸電力価格の低下につながることが想定される。そのため、一定程度実際の電気の流れ
や電源の立地状況を反映しつつ、原則全国での負担（沖縄を除く）とすることが適当ではないか。

 また、地域間連系線の増強は、短期的には既存の再エネの稼働率を高め、その最大限の活用
を促す効果がある。こうした効果については、電力広域機関における費用便益分析においても評
価されている。

 加えて、中長期的には、より安価なコストの再エネ導入が進み、同じkW・kWhを達成するための
再生可能エネルギー支援策に係るコストを低減させる可能性もある。

 従って、受益者負担の観点から、特に再エネ効果由来の効果分については、FIT賦課金が沖縄
を含む全国で電気の使用量に応じた負担となっていることにも鑑み、全国負担とし、FIT賦課金
方式を選択肢の一つとして検討していくことが適当ではないか。
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広域メリットオーダーの効果（イメージ）
 連系線が増強されることにより限界費用の安い電源への差し替えが発生し、それに伴って市場価
格やCO２排出量が変化する。

 １単位当たりの電気の差し替えによる３Eの効果分は再エネ電源が大きい。ただし、FIT電源につ
いては、FIT制度によって賦課金相当分の負担が別途発生していることに留意。

価格低下：＋
CO2削減：＋＋

価格低下：＋
CO2削減：－

価格低下：＋
CO2削減：＋

火力
（石炭、LNG） 再エネ

火力
（LNG）

火力
（石炭）

火力
（LNG）

火力
（高効率LNG）

＜電源の差し替え＞ ＜社会便益の増加＞

※1 発電コスト検証WG（平成27年5月）における各電源の限界コストで比較。
※2 優先給電ルールによって最後に抑制される長期固定電源（水力、原子力、地熱）は、連系線増強によって稼働状況は変化しない。
※3 火力発電の稼働によるCO２増加については、別途、省エネ法や高度化法などでエネルギーミックスの水準を実現するための措置を導入している。
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北本連系線について（費用対効果まとめ）

上記効果と併せ、
①本増強（＋30万kW）により、＋120万kWの再エネ導入可能量が増加(※2)
②１サイト脱落時、約30～60億円相当の停電緩和効果が想定される。

⇒北本連系線（60万kW⇒90万kW）と石狩湾LNG(57万kW)の運転開始等によってブラックアウト再発
防止策が実施されているところ、更に稀頻度で発生する大規模供給脱落事象の頻度は数値的に特定す
ることが困難なため、費用対効果の試算上は数量的な効果として評価に含めていない。

×1.6

（追加費用） （削減効果）

建設コスト
設備維持費 価格低下（※1）

CO2削減

約600億円 約1000億円

北海道エリア立地の
再エネ等が有効活用
され、火力発電が焚
き減らされる効果。

※1 シミュレーションによれば、総じて電気料金は下がるものの、特定の期間・需要家においては電気料金が上がる場合もありうる。
※2 同一の出力制御率（８％）まで再エネ導入が進むと仮定した場合の再エネ導入拡大量。（電力広域機関試算）別途、地内系統の増強等も必要とな

るケースがあるため、単純に本増強のみで導入が進むわけではない。





16

連系線の値差収益を活用した託送料金の抑制
 JEPXにおける市場間値差収益(※1)として、2005年の取引開始以来、2017年度末までに、累
計約150億円程度が発生している。また、2018年度以降は、間接オークションが導入されたことに
より、年間の市場間値差収益の発生は大幅に増加する見通し。

 我が国においても欧州諸国と同様に国民負担軽減のため、値差収益の連系線費用への活用を
検討してはどうか。なお、仮に値差収入を需要家に還元しても、連系線増強の負担が発生している
場合には、還元した費用を再度託送料金として回収することになるため、総じてみれば連系線費
用への活用と需要家への還元は同義ともいえるのではないか。

各年度末時点における市場間値差収益の累積利益計上額（概算）
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※1市場間値差収益には間接送電権の売上を含む
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市場間値差収益に関する過去の議論 （出所）第１４回制度設計ワーキンググループ
（平成２７年７月2８日） 資料６－３





１．地域間連系線の増強及び費用負担の在り方

２．系統形成における規律の在り方

３．諸外国における託送改革









１．地域間連系線の増強及び費用負担の在り方

２．系統形成における規律の在り方

３．諸外国における託送改革（各制度の詳細）
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「託送制度の在り方」に係る検討の進め方・論点

 次世代型のネットワークに転換していくため、「効率化の徹底」と「必要な投資促進」を
両立させる託送制度の在り方について検討していくことが必要ではないか。

 この際、電力システム改革を推進し、さらには再エネ大量導入等の課題に対応した託送
制度の改革を先行して進めている欧米の先進事例を参考にしてはどうか。

 ただし、欧米の先進事例を参考に制度設計を検討するにあたっても、我が国のこれまで
の制度設計・運用等からの移行可能性等を踏まえつつ、課題・論点ごとに制度のメリッ
ト・デメリットを精緻に分析した上で、全体としての整合性が確保された制度を検討す
べきではないか。

 本日（第２回）の議論では、総括原価とプライス/レベニューキャップといった基本設計
の差異（及びそれらが相対化されつつある現状）含め、日本・イギリス・ドイツの制度
変遷及び現状の制度の比較を行いながら、「託送制度の在り方」を検討するにあたっ
ての基本的な考え方を整理し、次回以降の具体的な制度の方向性に係る議論に繋げ
てはどうか。

 また、「託送制度の在り方」を検討する中で、併せて、災害からの早期復旧を促す災害
対応の費用回収スキームの在り方や送配電事業者が確保する供給力・供給予備力・
調整力の費用回収の在り方についても検討してはどうか。

（出所）第2回脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス
小委員会（2019年３月2６日） 資料1 一部加工




























